
兵庫カンツリー倶楽部
〒651-1252  兵庫県神戸市北区山田町原野字鹿見山 109 番地

Mail ： info@hyogocc.com
公式ホームページ ： http://www.hyogocc.com/
Mail ： info@hyogocc.com
公式ホームページ ： http://www.hyogocc.com/

裏面の専用申込書に必要事項を

ご記入の上、 FAX ・郵送 ・ ゴルフ場に

直接ご持参して頂くかの、 いずれかの

方法でお申し込みください。

誕生日無料プレー券１枚進呈①

②

③

④

⑤
無料プレー券１枚進呈

会員限定企画のご案内

ミニコース利用：平日無料

友の会コンペ毎月開催・ 平日会員：平日無料プレー券１枚
・全日会員：全日無料プレー券１枚

※６ホール×３周

友の会会員特典

更に！！今回だけの特典として

ロゴ入りボール 1 ダース 優待券＋ の 2 点をプレゼント！

※プレー料金には、消費税・利用税・振興基金・傷害保険料は
　含まれております。
※休日の2Bは別途割増料金を頂戴致します。
※優先予約権はございません。
※平日会員の休日のご利用は通常のビジター料金となります。

休日 １R( セルフ )11,900円

◆プレー料金◆プレー料金

平日 １R( セルフ ) 7,900円

全日会員全日会員

平日 １R( セルフ ) 7,900円

平日会員平日会員

平日会員平日会員
年会費年会費 15,00015,000円 ( 税別 )円 ( 税別 )全日会員全日会員

年会費年会費 23,00023,000円 ( 税別 )円 ( 税別 )

有効期間 ： 入会月より翌年の同月末までの１年間記名条件 ： 個人１名記名式 有効期間 ： 入会月より翌年の同月末までの１年間

募集口数 : 先着 100 口 募集期間 :2017 年 6 月 30 日まで募集期間 :2017 年 6 月 30 日まで

お問い合わせ ： TEL 078-581-1315  FAX 078-581-1318

兵庫カンツリー倶楽部兵庫カンツリー倶楽部
リニューアル特別企画

友の会会員募集
年会費制会員



年会費 15,000円（税別）年会費 23,000円（税別）
※１  誕生月にご入会した場合、ご入会月を翌月からとし、ご優待は1年後となります。

※１

※ゴルフ場使用

新規
更新

NO.

会員種別

入会（更新）日

有効期限

入金日
有　・　無

NO.

入力

プレー B・D 更新
料金資格

館内に提示している【個人情報の取り扱いについて】及び【兵庫県ゴルフ場共通利用約款】【下記会員規約】を確認・同意の上、申込書を差し入れます。

女
・
男

「友の会会員」

ポイントカード

《年会費制「友の会会員」会員規約》
1：名称
本年会費制会員は、兵庫カンツリー倶楽部（以下「事務局」という）「友の会会員」と称します。

2：目的
年会費制会員は、ゴルフを通じエチケット・マナーの向上に努めるとともに会員相互の親睦を図ることを目的とします。

3：年会費制会員
年会費会員とは、本規約を承認の上で所定の入会手続きを行い、且つ年会費の振込みを完了した個人をいいます。（以下「会員」）という。
会員は、コースが定める会員優待料金にてプレーができるもので、優先的プレー権等いわゆるメンバーコースにおける権利は有しません。

4：年会費・プレー料金
 会員入会希望者は、所定の入会手続きを行い、入会承認後一週間以内に年会費の振込みを完了しなければなりません。会員の種類は年次会員で、その有効期限は、

5：会員資格有効期限
会員資格の有効期限は入会月の翌年の同月末までとします。

6：会員証
①：会員は年会費の納入と引き換えに会員証を発行致します。
②：会員はプレーの際、必ず会員証をフロントへ呈示するものと致します。呈示がない場合は、プレー及びその特典を受けることはできません。
③：会員証は記載された本人のみが利用でき、これを他人に譲渡もしくは貸与することはできません。
④：会員証を紛失又は盗難された場合、再発行はできません。

7：予約・キャンセル
ご予約の際には、年会費制会員（友の会）である旨、お申し出ください。プレーの優先予約はございません。一般の方と同じ予約開始日となります。
予約のキャンセルにつきましては、平日は無料。土日祝ならびにゴールデンウィークやお盆、年末年始等特別営業期間は10日前より4,000円（税別）がかかります。

8：退会
会員はその申し出により何時でも退会できます。
退会の際には、会員証を事務局に返還していただきます。年会費の月割による返金はいたしません。

9：会員資格の取り消し
会員が次の事項に該当するときは、事務局はその資格を一旦停止、又は除名できるものと致します。
①：本規約及びゴルフ利用約款に違反したとき。
②：ゴルフ場の名誉を毀損し、又は秩序を乱したとき。
③：入会後、暴力団及び類似団体の構成員・準構成員等であると判明したとき。
④：暴力団及び類似団体構成員・準構成員と同伴プレーや紹介したとき。
⑤：会員証を本人以外が使用したとき。
⑥：その他本事務局において、処分が必要と判明する行為があったとき。

10：資格の消失
会員は次の場合にその資格を失います。
①：資格の有効期限が満了したとき。
②：退会・除名・死亡したとき。

11：会員情報（個人情報）
①会員情報（個人情報）は会社及び事務局に於いて共有し、安全に管理致します。
②会員情報（個人情報）は、当倶楽部のイベント情報・営業案内などを、郵便、FAX、またはメール等で利用する場合があります。

12:会員の義務
会員は次の義務を負うものと致します。
①：ゴルフ利用約款、友の会会員規約、エチケット、マナーを遵守すること。
②：会員相互の友好を心がけ、他の会員、プレーヤーに迷惑となる行為はしないこと。

13：その他
 その他本規約に定めない事項については、事務局に於いて別途定めることと致します。また、規約はその年によって改定することがあります。 以上

入会承認月から一カ年とします。 また、年会費は理由の如何にかかわらず返還いたしません。年会費は経済情勢の変動等により変更する場合があります。


